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高
　
夢
雨
　
提
出
　
博
士
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
古
代
東
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
大
嘗
祭
』
審
査
報
告
書

論
文
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
大
嘗
祭
及
び
そ
の
周
辺
の
祭
祀
儀
礼
を
中
国
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
祭
祀

信
仰
と
比
較
し
、
大
嘗
祭
の
源
流
と
本
義
、
成
立
と
発
展
の
背
景
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
は
、
序
章
に
つ
づ
き
、
多
面
的
に
大
嘗
祭
を
分
析
し
た
八
章
と
、

全
体
を
ま
と
め
た
終
章
か
ら
な
る
。

　
序
章
で
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
の
秩
序
と
信
仰
に
関
す
る
先
行
研
究
の
方
向
性
を
把
握

し
た
の
ち
、
東
ア
ジ
ア
的
視
点
に
よ
る
神
祇
祭
祀
論
の
欠
如
を
指
摘
し
、
本
研
究
の
主
な
比

較
対
象
で
あ
る
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
中
心

─
中
国
の
国
家
的
祭
祀
信
仰
に
つ
い
て
、
両

漢
交
替
期
に
成
立
し
た
礼
制
的
国
家
祭
祀
の
根
本
指
針
で
あ
る
儒
教
経
典
に
見
る
祭
祀
理
念

や
、
唐
代
ま
で
の
国
家
祭
祀
の
展
開
と
特
徴
を
概
観
す
る
。
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第
一
章
「
古
代
日
中
の
嘗
祭
─
天
子
宗
廟
祭
祀
と
大
嘗
祭
の
祭
儀
比
較
─
」
で
は
、『
礼
記
』

に
お
け
る
「
嘗
」
の
考
察
を
前
提
と
し
て
、
日
本
の
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
の
名
称
の
由
来
を
再

検
討
。
献
饌
の
儀
を
中
心
に
天
皇
の
大
嘗
・
新
嘗
と
天
子
の
嘗
と
の
祭
儀
比
較
を
試
み
、
両

者
の
関
係
を
考
察
す
る
。
中
国
の
宗
廟
で
行
う
時
祭
や
薦
新
行
事
の
嘗
の
形
式
と
そ
の
祖
先

祭
祀
の
意
義
を
確
認
し
、
そ
の
名
称
を
借
用
し
た
日
本
の
大
嘗
・
新
嘗
の
成
立
に
は
、
中
国

の
宗
廟
祭
祀
の
影
響
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　
第
二
章
「
天
子
の
宗
廟
と
大
嘗
宮
・
神
嘉
殿
の
比
較
考
察
」
で
は
、
中
国
の
祖
先
祭
祀
と

日
本
の
天
皇
祭
祀
に
お
け
る
祭
祀
施
設
を
比
較
検
討
し
、
日
中
交
流
の
視
点
か
ら
大
嘗
祭
の

原
形
と
本
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
大
嘗
宮
・
神
嘉
殿
は
区
画
・
遮
蔽
さ
れ
た
東
西
対
称
の

建
物
で
あ
り
、
そ
こ
で
如
在
の
礼
が
行
わ
れ
、
祖
先
・
祖
神
を
饗
応
す
る
場
と
し
て
の
共
通

性
を
持
つ
。
そ
こ
に
は
、
三
～
六
世
紀
、
中
国
・
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た
祖
先
意
識
、
宗

廟
・
陵
寝
祭
祀
の
影
響
が
確
認
で
き
、
祖
先
・
死
者
へ
の
饗
応
の
形
態
は
大
嘗
祭
の
原
形

─
新
嘗
・
古
墳
儀
礼
と
し
て
成
立
。
七
世
紀
中
頃
以
降
に
は
、
唐
の
律
令
制
度
を
導
入
、

こ
れ
に
対
応
す
る
宮
都
の
構
造
、
建
築
の
様
式
と
儀
礼
が
整
備
さ
れ
、
そ
こ
で
古
代
の
大
嘗
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宮
と
大
嘗
祭
が
成
立
し
た
と
推
測
す
る
。

　
第
三
章
「
標
山
の
源
流
の
再
検
討
」
で
は
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
標
山
の
源
流
と
性
格
に
つ

い
て
中
国
の
版
位
や
散
楽
の
山
車
と
比
較
し
、
八
世
紀
以
降
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
中
国
文
化

の
受
容
を
考
察
す
る
。
大
嘗
祭
に
お
け
る
国
標
は
、
九
世
紀
前
半
ま
で
に
、
木
綿
を
つ
け
た

榊
と
い
う
神
事
に
使
わ
れ
る
伝
統
的
な
標
の
上
に
、
中
国
の
散
楽
の
山
車
を
新
た
に
導
入
、

実
用
性
と
観
賞
性
を
兼
ね
た
標
山
の
形
と
し
、
節
会
・
宴
会
に
お
け
る
散
楽
の
楽
標
と
し
て

使
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
第
四
章
「
大
嘗
祭
前
後
の
禊
祓
と
鎮
魂
に
つ
い
て
」
で
は
、
大
嘗
祭
前
後
の
御
禊
・
大
祓
・

鎮
魂
に
つ
い
て
、
中
国
の
禊
祓
と
招
魂
・
鎮
魂
に
関
す
る
観
念
と
斎
行
状
況
と
を
比
較
考
察

し
、両
祭
儀
の
関
連
性
と
信
仰
面
と
歴
史
的
な
意
義
を
検
討
す
る
。
中
国
で
は
死
者
の
葬
送
・

祭
祀
・
蘇
生
と
生
者
の
延
命
に
「
招
魂
」
を
用
い
る
。
他
方
、
日
本
で
は
生
者
の
健
全
・
安

泰
を
祈
る
た
め
道
教
的
な
「
鎮
魂
」
の
語
を
用
い
た
。
古
代
日
本
で
は
中
国
の
儒
教
的
な
魂

魄
観
は
完
全
に
受
け
入
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
鎮
魂
祭
を
行
う
意
図
は
本
来
、
禊
祓

と
同
じ
よ
う
に
祟
り
の
解
除
に
あ
っ
た
と
指
摘
。
天
皇
が
大
嘗
祭
を
親
祭
す
る
前
の
禊
祓
と
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鎮
魂
は
、
祭
祀
者
の
罪
を
除
き
、
祟
り
を
回
避
し
、
健
全
・
清
浄
な
状
態
に
回
復
・
維
持
す

る
、
広
義
の
斎
戒
・
潔
斎
の
役
割
を
持
つ
と
指
摘
す
る
。

　
第
五
章
「
祟
・
卜
・
斎
・
祭
の
構
造
」
で
は
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
祟
り
と
高
い
潔
斎
意
識

に
つ
い
て
、
古
代
日
中
の
卜
占
・
祭
祀
の
構
造
・
斎
戒
を
比
較
考
察
し
、
祭
祀
観
の
異
同
を

検
討
す
る
。
中
国
の
卜
占
に
は
、
王
権
・
社
会
の
安
定
を
保
証
す
る
た
め
に
人
間
が
定
め
た

礼
制
と
し
て
行
う
教
化
的
な
意
図
が
あ
る
。
他
方
、
日
本
の
卜
占
は
、
そ
れ
で
得
た
神
意
に

よ
り
清
浄
な
時
空
間
で
祭
祀
を
行
い
、
神
の
祟
り
を
回
避
す
る
手
段
と
の
役
割
を
も
つ
。
ま

た
、
中
国
の
人
間
側
か
ら
の
単
方
向
的
な
斎
戒
は
、
神
明
に
通
じ
る
た
め
に
祭
祀
者
の
心
身

状
態
を
次
第
に
整
え
る
目
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
の
意
志
を
意
識
し
た
日
本
の
対
称
的
・

重
層
的
な
斎
戒
は
、
清
浄
な
祭
祀
者
が
清
浄
な
時
空
間
で
祭
祀
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
と

位
置
づ
け
る
。
中
国
の
祭
祀
・
斎
戒
の
観
念
に
見
る
、
先
王
の
礼
制
を
重
ん
じ
る
礼
本
位
は
、

日
本
の
神
本
位
の
思
惟
と
は
違
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
。

　
第
六
章
「
古
代
日
中
祭
祀
に
見
る
神
の
見
立
て
と
如
在
の
礼
」
で
は
、
古
代
日
本
で
受
容

さ
れ
な
か
っ
た
「
神
主
」「
尸
」「
降
神
の
儀
」
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
、
日
中
の
神
観
・
祭



─ 5 ─

祀
観
の
異
同
を
検
討
す
る
。
中
国
で
は
神
座
・
神
主
な
ど
を
設
け
、
神
の
代
わ
り
に
饗
応
を

受
け
る
尸
を
立
て
、
さ
ら
に
音
楽
や
祼
礼
で
降
神
を
行
う
。
人
間
が
祭
祀
を
主
導
し
、
ま
た

祭
祀
を
通
し
て
人
間
関
係
・
社
会
秩
序
を
再
確
認
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
の
日
本

で
は
、
こ
れ
ら
は
導
入
さ
れ
ず
、
神
の
祟
り
を
回
避
す
る
た
め
神
の
意
志
を
重
視
し
、
人
間

が
神
を
招
致
し
た
り
演
じ
た
り
す
る
作
法
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
第
七
章
「
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
王
権
と
祖
先
祭
祀
」
で
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
王
権
と
死
者
・
祖
先
へ
の
祭
祀
・
信
仰
の
異
同
を
考
察
し
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
秩
序
の
視

点
か
ら
そ
の
背
景
を
考
察
す
る
。
死
者
・
祖
先
に
対
す
る
祭
祀
行
為
の
近
似
性
に
は
、
人
間

の
認
知
レ
ベ
ル
の
共
通
性
、
四
・
五
世
紀
前
後
に
お
け
る
中
国
知
識
層
の
渡
来
、
七
世
紀
に

お
け
る
隋
唐
の
制
度
・
文
化
の
導
入
な
ど
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。
七
世
紀
の
唐
帝
国
の
影

響
下
、
朝
鮮
半
島
の
統
一
新
羅
と
日
本
は
と
も
に
律
令
制
度
を
導
入
し
た
。
統
一
新
羅
は
諸

侯
と
し
て
中
国
に
臣
従
、
中
国
の
宗
廟
祭
祀
を
含
む
祭
祀
体
系
を
整
備
し
た
の
に
対
し
、
日

本
は
独
自
に
中
国
と
の
関
係
を
維
持
し
、
古
墳
時
代
以
来
の
祭
祀
伝
統
を
踏
ま
え
、
皇
祖
神

祭
祀
を
は
じ
め
と
し
た
祖
先
祭
祀
を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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第
八
章
「
大
嘗
祭
と
古
代
の
天
子
・
天
下
観
─
中
国
の
郊
廟
祭
祀
と
比
較
し
て
─
」
で
は
、

中
国
な
ど
北
東
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
と
比
較
し
、
古
代
日
本
の
天
子
・
天
下
観
に
も
と
づ
き
、

大
嘗
祭
の
意
義
を
再
検
討
し
て
い
る
。
日
本
は
、
中
国
の
天
命
観
や
天
へ
の
郊
祀
の
原
理
を

把
握
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
天
皇
の
本
質
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
制
度
的
に

位
置
付
け
な
か
っ
た
。
天
皇
は
皇
祖
天
神
の
系
譜
を
引
い
た
皇
孫
・
天
子
と
し
て
、
大
嘗
祭

（
新
嘗
・
神
今
食
）
を
親
祭
し
皇
祖
神
に
報
い
、
諸
国
大
祓
や
由
加
物
の
献
上
な
ど
、
天
下

諸
国
に
助
祭
・
協
力
さ
せ
る
こ
と
で
「
治
天
下
大
王
・
天
皇
」
の
概
念
を
具
現
化
し
た
。
大

嘗
祭
は
大
王
・
天
皇
の
祖
神
祭
祀
と
し
て
成
立
し
、
王
権
の
出
自
と
継
承
を
実
証
す
る
儀
礼

と
し
て
行
わ
れ
、
同
時
に
、
律
令
祭
祀
制
度
下
で
は
他
の
天
神
地
祇
祭
祀
と
と
も
に
、
天
皇

の
天
下
統
治
に
よ
る
国
内
の
安
定
を
保
証
す
る
意
義
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
終
章
「
東
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
古
代
の
国
家
祭
祀
」
で
は
、
各
章
の
論
点
を
ま
と
め
、
今
後

の
研
究
の
展
望
と
し
て
、
大
嘗
祭
を
は
じ
め
と
し
た
古
代
日
本
の
国
家
的
神
祇
祭
祀
の
体
制

と
性
質
や
、
祭
儀
・
祭
料
の
更
な
る
比
較
考
察
に
つ
い
て
見
通
し
を
立
て
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
は
、『
周
礼
』『
礼
記
』
な
ど
の
漢
籍
・
中
国
文
献
に
記
さ
れ
た
祖
廟
祭
祀
と
、
古

代
日
本
の
大
嘗
祭
と
を
厳
格
な
漢
籍
の
解
釈
に
も
と
づ
き
詳
細
に
比
較
・
検
討
し
、
日
中
の

神
・
祭
祀
観
の
相
違
と
背
景
に
ま
で
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
大
嘗
祭
の
研
究
は
、

神
道
の
祭
祀
学
、
民
俗
学
、
歴
史
学
な
ど
、
日
本
国
内
の
視
点
で
は
多
面
的
な
研
究
は
多
く

行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
の
視
点
で
中
国
の
漢
籍
と
比
較
し
た
研
究
は
、
現
在

に
お
い
て
も
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
在
ま
で
の
研
究
史
・
研
究
状
況
を
鑑

み
る
と
、
本
論
文
の
研
究
上
の
意
義
は
大
き
い
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
個
別
の
内
容
と
し
て
は
、ま
ず
、『
礼
記
』『
周
礼
』
の
宗
廟
祭
祀
の
構
造
（
祭
式
）
を
『
大

唐
開
元
礼
』
な
ど
で
補
足
し
て
、
祭
祀
の
場
の
構
造
・
構
成
と
対
応
さ
せ
て
整
理
・
理
解
し
、

大
嘗
祭
の
大
嘗
宮
・
祭
式
と
比
較
・
整
理
し
た
点
は
、
神
観
・
祖
霊
観
を
客
観
的
に
比
較
す

る
上
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
そ
の
結
果
、
導
き
だ
さ
れ
た
「
中
国
の
礼
本
位
と
日
本
の
神

本
位
」
と
い
う
日
中
の
祭
祀
観
の
整
理
は
明
快
で
、
今
後
の
祭
祀
研
究
の
重
要
な
指
針
を
提
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示
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
卜
占
と
祭
祀
の
関
係
の
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。
古
代
中
国
で
は
、
天
子
の
天
下
統
治
を
確

認
す
る
た
め
の
卜
占
と
宗
廟
祭
祀
で
あ
り
、
一
方
の
日
本
で
は
神
意
を
確
認
す
る
卜
占
と
、

そ
の
結
果
に
左
右
さ
れ
る
神
祇
・
祖
神
祭
祀
と
な
る
。
古
代
中
国
と
日
本
で
は
、
神
・
祖
霊

観
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
卜
占
・
祭
祀
の
構
造
分
析
か
ら
明
確
に
し
た
点
は
大

き
な
成
果
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
古
墳
時
代
を
含
め
た
古
代
日
本
の
神
・
霊
魂
観
を
復
元
す

る
た
め
、
単
純
に
『
礼
記
』
な
ど
の
記
述
を
当
て
は
め
る
研
究
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か

し
、
本
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
日
中
の
神
・
霊
魂
観
と
祭
祀
構
造
は
大
き
く
性
格
が
異
な
る

と
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
中
国

の
祖
廟
祭
祀
に
認
め
ら
れ
る
降
神
の
神
観
は
、
民
俗
学
の
依
代
論
や
近
代
神
道
の
神
観
と
も

関
係
す
る
。「
天
降
る
」
と
い
う
神
観
は
、
日
本
の
古
代
以
来
の
伝
統
的
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
厳
格
な
資
・
史
料
に
も
と
づ
き
歴
史
的
に
た
ど
る
必
要
性
を
本
研
究

は
示
唆
し
て
い
る
。

　
標
の
山
の
原
形
と
鎮
魂
祭
の
性
格
に
関
す
る
章
は
、
中
国
と
の
比
較
と
具
体
的
な
資
料
に
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基
づ
き
、
新
た
な
視
点
を
示
し
た
好
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
標
の
山
の
機
能
・
性
格

は
、
後
の
祭
礼
に
お
け
る
様
々
な
造
り
物
の
問
題
に
も
つ
な
が
り
、
民
俗
学
的
な
分
析
へ
の

応
用
が
可
能
だ
ろ
う
。
鎮
魂
祭
と
祓
・
禊
と
の
関
係
性
の
指
摘
は
、
日
本
に
お
け
る
祓
・
禊

の
本
質
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
方
向
性
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
で
課
題
も
多
く
あ
る
。
個
別
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、「
嘗
」
字
を
用
い
る
よ

う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
究
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
漢
籍
輸
入
と
、
そ
の

継
受
の
歴
史
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。『
礼
記
』（
王
制
・
月
令
・
祭

統
）
が
「
嘗
」
字
の
由
来
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
七
・
八
世
紀

当
時
、
日
本
で
の
「
嘗
」
字
の
解
釈
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
歴
代
王
朝
の
「
嘗
」
に
対
す
る
理

解
が
影
響
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
厳
密
な
確
認
・
論
証
は
必
要

だ
ろ
う
。

　
中
国
の
宗
廟
祭
祀
と
日
本
の
新
嘗
・
大
嘗
祭
は
祖
先
を
ま
つ
る
と
い
う
意
味
で
確
か
に
共

通
性
は
あ
る
。
た
だ
し
、
大
嘗
祭
で
は
天
皇
が
自
ら
の
皇
祖
神
を
ま
つ
り
、
中
国
王
朝
の
宗

廟
祭
祀
で
は
、
皇
帝
が
受
命
の
祖
先
と
そ
の
継
承
者
で
あ
る
祖
先
を
ま
つ
る
。
日
本
の
天
皇
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は
祖
先
の
「
神
」、
中
国
王
朝
の
皇
帝
は
受
命
の
人
霊
（
歴
代
皇
帝
）
と
い
う
決
定
的
な
違

い
が
あ
る
点
を
等
閑
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
律
令
都
城
制
導
入
に
あ
わ
せ
て
、
建
築
様
式
と

儀
礼
が
整
備
さ
れ
、
大
嘗
宮
・
大
嘗
祭
が
成
立
し
て
い
く
際
に
、
古
代
の
日
本
が
、
中
国
王

朝
の
「
宗
廟
（
太
廟
）」
制
度
を
継
受
し
な
か
っ
た
理
由
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
理
解
す
べ

き
で
あ
る
。

　
日
本
の
神
祇
令
が
規
定
す
る
恒
例
祭
祀
は
、
公
的
・
外
廷
的
な
祭
祀
と
天
皇
家
の
内
廷
的

な
祭
祀
に
分
類
が
で
き
、
大
嘗
祭
は
後
者
の
典
型
と
な
る
。
そ
し
て
、
新
嘗
・
大
嘗
祭
は
八

世
紀
か
ら
九
世
紀
に
変
化
し
た
。
大
嘗
祭
に
お
け
る
皇
族
・
官
人
の
関
与
形
態
な
ど
を
含
め
、

八
・
九
世
紀
の
律
令
制
度
の
変
質
過
程
の
な
か
で
新
嘗
・
大
嘗
祭
の
性
格
を
考
え
る
こ
と
で
、

中
国
王
朝
の
宗
廟
祭
祀
と
の
性
格
や
背
景
の
差
異
が
明
確
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
七
世
紀
以
前
で
日
中
比
較
を
す
る
場
合
の
根
本
的
な
問
題
点
と
し
て
、
そ
も
そ
も

中
国
の
諸
王
朝
に
お
け
る
祭
祀
儀
礼
の
状
況
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
・
未
解
明
な
点
が
多

く
、
比
較
が
困
難
な
点
が
あ
る
。
日
中
の
祭
祀
儀
礼
を
比
較
検
討
す
る
際
、『
礼
記
』
や
『
開

元
礼
』
が
史
料
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
書
は
、
理
想
の
礼
制
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の
机
上
論
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
行
わ
れ
た
祭
祀
を
記
録
し
た
も
の
で
は
な

い
。
漢
代
以
後
の
各
時
代
の
王
朝
礼
制
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
研
究
が
進
展
し
て
お

り
、
そ
の
最
新
の
成
果
を
参
照
し
、
中
国
王
朝
礼
制
の
机
上
論
や
実
例
を
、
日
本
は
、
何
時
、

如
何
な
る
理
由
で
受
け
入
れ
た
の
か
、
ま
た
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
視
点
で

も
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
あ
わ
せ
て
、
前
近
代
中
国
の
歴
代
王
朝
礼
制
に
つ
い
て
は
、
儒
者
に
よ
っ
て
天
命
思
想
が

持
ち
込
ま
れ
た
前
漢
時
代
と
、
礼
典
と
法
典
と
が
合
わ
せ
て
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西

晋
時
代
に
画
期
が
あ
る
。
楽
制
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
当
該
時
期
（
漢
代
～
唐
代
）

の
楽
制
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
今
後
の
検
討
で
は
、
ま
ず
日
本
に
お
け
る

展
開
を
正
確
に
跡
付
け
、
判
明
す
る
と
こ
ろ
の
中
国
の
事
例
と
比
較
す
る
と
い
う
手
順
が
必

要
と
な
ろ
う
。

　
最
後
に
、
日
中
の
神
・
祖
霊
観
、
祭
祀
構
造
の
相
違
は
、
何
に
起
因
す
る
の
か
。
や
は
り

理
論
的
な
説
明
は
、
ま
だ
充
分
で
は
な
い
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
日
中
の
氏
族
集

団
や
社
会
構
造
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
・
道
教
も
含
め
た
日
中
の
宗
教
史
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の
包
括
的
な
評
価
は
不
可
欠
だ
ろ
う
。
今
後
、
社
会
構
造
と
信
仰
と
の
相
関
関
係
の
究
明
を

視
野
に
入
れ
研
究
を
継
続
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
は
、
現
代
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
の
地
域

間
相
互
の
文
化
的
な
理
解
に
つ
な
が
り
、
対
立
を
相
対
化
で
き
る
貴
重
な
指
針
を
示
す
も
の

と
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
問
題
点
も
あ
る
も
の
の
、
短
期
間
で
多
く
の
新
視
点
を
含
む
充
実
し
た
博
士
論

文
を
書
き
上
げ
た
こ
と
自
体
、
高
い
評
価
に
値
す
る
。
今
後
も
研
究
を
継
続
し
大
成
さ
れ
ん

こ
と
を
強
く
希
望
す
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
の
執
筆
者
高
夢
雨
は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学

位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。
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